
 

国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 部 局 長 会 議 規 程 等 新 旧 対 照 表 
改   正   前 改   正   後 

 
国立大学法人京都大学部局長会議規程 

（平成１６年達示第５号） 
 
（前 略） 
（構成） 
第３条 部局長会議は、次の各号に掲げる者で組織す
る。 
(1) 総長 
(2) 理事（非常勤の理事を除く。第１２条第１項第
２号において同じ。） 
(3) 総長が指名する副理事 
(4) 副学長（第２号に掲げる者を除く。） 
(5) 研究科長 
(6) 附置研究所の長 
(7) 医学部附属病院長 
(8) 放射線生物研究センター長、生態学研究センタ
ー長、地域研究統合情報センター長、フィールド
科学教育研究センター長、こころの未来研究セン
ター長及び野生動物研究センター長のうちから
総長が指名するもの １名 
(9) 国際高等教育院長、環境安全保健機構長、国際
交流推進機構長、情報環境機構長、図書館機構長
及び産官学連携本部長 
(10) 物質―細胞統合システム拠点長 
 
(11) 総長が指名する事務本部の部長  
（後 略） 
 
 

京都大学国際戦略委員会規程 
（平成２５年達示第５０号） 

 
 （前 略） 
第２条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織す
る。 
(1) 国際担当の理事（以下「担当理事」という。） 
(2) 総長が指名する理事又は副学長 
(3) 研究科長 ５名 
(4) 研究所長又はセンター長 ２名 
(5) 国際高等教育院長及び国際交流推進機構長 
(6) 総務部長、企画・情報部長及び教育推進・学生
支援部長 
(7) その他総長が必要と認める者 若干名 
２～３ （略） 
 （中 略） 
第８条 委員会に関する事務は、企画・情報部国際企

 
 
 
 
 
（構成） 
第３条  
 
(1)  
(2)  
 
(3)  
(4)  
(5)  
(6)  
(7)  
(8)  
 
 
 
 
(9) 国際高等教育院長、環境安全保健機構長、情
報環境機構長、図書館機構長、産官学連携本部
長及び国際戦略本部長 
(10) 物質―細胞統合システム拠点長及び高等研
究院長 
(11)  （同 左） 
 
 
 
 
 
 
 
第２条  
 
(1)  
(2)  
(3)  
(4)  
(5) 国際高等教育院長 
(6)   
 
(7)  
２～３  
 
第８条 委員会に関する事務は、企画・情報部におい

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 



 

改   正   前 改   正   後 
画課において処理する。 
 （後 略） 
 
 

京都大学大学評価委員会規程 
（平成１３年達示第２５号） 

 
（前 略） 
（構成） 
第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織す
る。 
(1) 評価担当の理事（以下「担当理事」という。） 
(2) 総長が指名する理事又は副学長 
(3) 部局（各研究科、各附置研究所、附属図書館、
医学部附属病院又は各センター等（国立大学法人
京都大学の組織に関する規程（平成１６年達示第
１号。以下この号において「組織規程」という。）
第３章第７節から第１１節まで（第４７条第１項
に定める組織のうち図書館機構を除く。）に定め
る施設等をいう。）をいい、組織規程第５２条第
１項の部局事務部等を含む。）の教職員 １３名 
(4) 企画・情報部長 
(5) その他総長が必要と認める者 若干名 

２ （略） 
（後 略） 
 
 

京都大学人権委員会規程 
（平成１６年達示第１４７号） 

 
（前 略） 
（部局人権委員会） 
第６条 部局（各研究科等（各研究科、各附置研究所、
附属図書館、医学部附属病院及び各センター等（国
立大学法人京都大学の組織に関する規程（平成１６
年達示第１号。以下この項において「組織規程」と
いう。）第３章第７節から第１１節まで（第４７条
第１項に定める組織のうち図書館機構を除く。）に
定める施設等をいう。）をいい、組織規程第５２条
第１項の部局事務部等を含む。）、事務本部及び各共
通事務部をいう。）に、当該部局における人権問題
等の防止に関し必要な事項及び人権問題等が生じ
た場合の対応を行うことを目的とする委員会（以下
「部局人権委員会」という。）を置く。 
２～３ （略） 
 （後 略） 
 
 

て処理する。 
 
 
 
 
 
 
 
（構成） 
第３条  
 
(1)  
(2)  
(3) 部局（各研究科、各附置研究所、附属図書館、
医学部附属病院又は各センター等（国立大学法人
京都大学の組織に関する規程（平成１６年達示第
１号。以下この号において「組織規程」という。）
第３章第７節から第１１節まで（第４７条第１項
に定める組織のうち図書館機構を除く。）に定め
る施設等をいう。）をいい、組織規程第５６条第
１項の部局事務部等を含む。）の教職員 １３名 
(4)  
(5)  
２ 
 
 

 
 
 
 
 
（部局人権委員会） 
第６条 部局（各研究科等（各研究科、各附置研究所、
附属図書館、医学部附属病院及び各センター等（国
立大学法人京都大学の組織に関する規程（平成１６
年達示第１号。以下この項において「組織規程」と
いう。）第３章第７節から第１１節まで（第４７条
第１項に定める組織のうち図書館機構を除く。）に
定める施設等をいう。）をいい、組織規程第５６条
第１項の部局事務部等を含む。）、事務本部及び各共
通事務部をいう。）に、当該部局における人権問題
等の防止に関し必要な事項及び人権問題等が生じ
た場合の対応を行うことを目的とする委員会（以下
「部局人権委員会」という。）を置く。 
２～３ （同 左） 
 
 
 

（同 左） 

（同 左） 



 

改   正   前 改   正   後 
京都大学附属図書館規程 

（昭和６０年達示第１２号） 
 
 （前 略） 
第３条 図書館に宇治分館（以下「分館」という。）
を置く。 
２ 分館に分館長を置く。 
３ 分館長の任期は、２年とし、再任を妨げない。 
４ 分館長は、宇治構内所在部局の専任の教授又は大
学院工学研究科、大学院農学研究科、大学院エネル
ギー科学研究科若しくは低温物質科学研究センタ
ーの宇治地区を勤務地とする教授のうちから館長
の推薦を踏まえて総長が委嘱する。 
５ 分館長は、館長の統轄のもとに、分館の館務を掌
理する。 
 （後 略） 
 
 

京都大学国際交流会館規程 
（昭和５７年達示第１７号） 

 
 （前 略） 
第１６条 第７条から前条までに定めるもののほか、
研究者宿泊室及び留学生宿泊室の使用に関し必要
な事項は、国際交流推進機構長が別に定める。 
第１７条 会館の会議室、談話室、和室及び図書室の
使用に関し必要な事項は、国際交流推進機構長が別
に定める。 
第１８条 会館に関する事務は、企画・情報部国際企
画課において処理する。 

 
 

京都大学におけるハラスメントの防止等に関
する規程 

（平成１７年達示第６６号） 
 
 （前 略） 
（部局の長の責務） 
第４条 部局（各研究科等（各研究科、各附置研究所、
附属図書館、医学部附属病院及び各センター（国立
大学法人京都大学の組織に関する規程（平成１６年
達示第１号。この条において「組織規程」という。）
第３章第７節から第１１節まで（第４７条第１項に
定める組織のうち図書館機構を除く。）に定める施
設等をいう。）をいい、組織規程第５２条第１項の
部局事務部等を含む。）、事務本部及び各共通事務部
をいう。以下同じ。）の長（事務本部にあっては、
総務担当の理事。以下同じ。）は、当該部局におけ

 
 
 
 
第３条  
 
２  
３  
４ 分館長は、宇治構内所在部局の専任の教授又は大
学院工学研究科、大学院農学研究科若しくは大学院
エネルギー科学研究科の宇治地区を勤務地とする
教授のうちから館長の推薦を踏まえて総長が委嘱
する。 
５ （同 左） 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１６条 第７条から前条までに定めるもののほか、
研究者宿泊室及び留学生宿泊室の使用に関し必要
な事項は、国際担当の理事が別に定める。 
第１７条 会館の会議室、談話室、和室及び図書室の
使用に関し必要な事項は、国際担当の理事が別に定
める。 
第１８条 会館に関する事務は、企画・情報部国際交
流課において処理する。 
 
 
 
 

 
 
 
（部局の長の責務） 
第４条 部局（各研究科等（各研究科、各附置研究所、
附属図書館、医学部附属病院及び各センター（国立
大学法人京都大学の組織に関する規程（平成１６年
達示第１号。この条において「組織規程」という。）
第３章第７節から第１１節まで（第４７条第１項に
定める組織のうち図書館機構を除く。）に定める施
設等をいう。）をいい、組織規程第５６条第１項の
部局事務部等を含む。）、事務本部及び各共通事務部
をいう。以下同じ。）の長（事務本部にあっては、
総務担当の理事。以下同じ。）は、当該部局におけ

（同 左） 



 

改   正   前 改   正   後 
るハラスメントの防止等に関し総括し、当該部局に
おいてハラスメントに起因する問題が生じた場合
には迅速かつ適切に対処しなければならない。 
 （後 略） 
 
 

京都大学補導主事規程 
（昭和３０年達示第１６号） 

 
 （前 略） 
第４条 教育推進・学生支援部長、学生課長、厚生課
長及び厚生補導担当課長の職にある者は、補導主事
を兼ねる。 
 
 

京都大学受託研究取扱規程 
（平成１６年達示第９７号） 

 
（前 略） 
（受入れの決定の通知） 
第７条 部局の長は、受託研究の受入れを決定したと
きは、総長及び委託者に当該研究に係る研究担当
者、研究に要する経費、研究期間等の事項を通知し、
及び当該部局の受託研究に係る事務を処理する共
通事務部（原子炉実験所、霊長類研究所及び附属図
書館にあっては部局事務部、環境安全保健機構、国
際交流推進機構、情報環境機構及び産官学連携本部
にあっては当該機構等の事務を行う事務本部の部）
の長（以下「事務部の長」という。）に報告するも
のとする。 
 （後 略） 
 
 

京都大学民間等共同研究取扱規程 
（平成１６年達示第９８号） 

 
 （前 略） 
（受入れの決定の通知） 
第６条 部局の長は、共同研究の受入れを決定したと
きは、総長及び民間機関等に当該研究に係る研究代
表者等、民間等共同研究員、民間機関等が負担する
共同研究経費、研究場所、研究期間等の事項を通知
し、及び当該部局の共同研究に係る事務を処理する
共通事務部（原子炉実験所、霊長類研究所及び附属
図書館にあっては部局事務部、環境安全保健機構、
国際交流推進機構、情報環境機構及び産官学連携本
部にあっては当該機構等の事務を行う事務本部の
部）の長（以下「事務部の長」という。）に報告す

るハラスメントの防止等に関し総括し、当該部局に
おいてハラスメントに起因する問題が生じた場合
には迅速かつ適切に対処しなければならない。 

 
 
 
 
 
 

 
第４条 教育推進・学生支援部長、学生課長及び厚生
課長の職にある者は、補導主事を兼ねる。 

 
 
 
 
 
 
 
（受入れの決定の通知） 
第７条 部局の長は、受託研究の受入れを決定したと
きは、総長及び委託者に当該研究に係る研究担当
者、研究に要する経費、研究期間等の事項を通知し、
及び当該部局の受託研究に係る事務を処理する共
通事務部（原子炉実験所、霊長類研究所及び附属図
書館にあっては部局事務部、環境安全保健機構、情
報環境機構、産官学連携本部及び国際戦略本部にあ
っては当該機構等の事務を行う事務本部の部）の長
（以下「事務部の長」という。）に報告するものと
する。 
 
 
 
 
 
 
 
（受入れの決定の通知） 
第６条 部局の長は、共同研究の受入れを決定したと
きは、総長及び民間機関等に当該研究に係る研究代
表者等、民間等共同研究員、民間機関等が負担する
共同研究経費、研究場所、研究期間等の事項を通知
し、及び当該部局の共同研究に係る事務を処理する
共通事務部（原子炉実験所、霊長類研究所及び附属
図書館にあっては部局事務部、環境安全保健機構、
情報環境機構、産官学連携本部及び国際戦略本部に
あっては当該機構等の事務を行う事務本部の部）の
長（以下「事務部の長」という。）に報告するもの



 

改   正   前 改   正   後 
るものとする。 
 （後 略） 
 
 

京都大学学術指導取扱規程 
（平成２６年達示第３４号） 

 
（前 略） 
（実施決定の通知） 
第７条 部局の長は、学術指導の実施を決定したとき
は、総長及び依頼者に指導担当者、指導料、指導期
間等の事項を通知し、及び当該部局の学術指導に係
る事務を処理する共通事務部（原子炉実験所、霊長
類研究所及び附属図書館にあっては部局事務部、環
境安全保健機構、国際交流推進機構、情報環境機構
及び産官学連携本部にあっては当該機構等の事務
を行う事務本部の部）の長（以下「事務部の長」と
いう。）に報告するものとする。 
 （後 略） 
 
 

京都大学における公正な研究活動の推進等に
関する規程 

（平成２７年達示第５９号） 
 
（前 略） 
（定義） 
第２条  
２  
３  
４  
５  
６ この規程において「部局」とは、各研究科等（各
研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病
院及び各センター等（国立大学法人京都大学の組織
に関する規程（平成１６年達示第１号。以下「組織
規程」という。）第３章第７節から第１１節まで（第
４７条第１項に定める組織のうち図書館機構を除
く。）に定める施設等をいう。）をいい、組織規程第
５２条第１項の部局事務部等を含む。）、事務本部及
び各共通事務部をいう。 
 （後 略） 
 
 

国立大学法人京都大学利益相反マネジメント
規程 

（平成２５年達示第７９号） 
 

とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
第７条 部局の長は、学術指導の実施を決定したとき
は、総長及び依頼者に指導担当者、指導料、指導期
間等の事項を通知し、及び当該部局の学術指導に係
る事務を処理する共通事務部（原子炉実験所、霊長
類研究所及び附属図書館にあっては部局事務部、環
境安全保健機構、情報環境機構、産官学連携本部及
び国際戦略本部にあっては当該機構等の事務を行
う事務本部の部）の長（以下「事務部の長」という。）
に報告するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（定義） 
第２条  
２  
３  
４  
５  
６ この規程において「部局」とは、各研究科等（各
研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病
院及び各センター等（国立大学法人京都大学の組織
に関する規程（平成１６年達示第１号。以下「組織
規程」という。）第３章第７節から第１１節まで（第
４７条第１項に定める組織のうち図書館機構を除
く。）に定める施設等をいう。）をいい、組織規程第
５６条第１項の部局事務部等を含む。）、事務本部及
び各共通事務部をいう。 

 
 
 
 
 
 
 

（略） （同 左） 



 

改   正   前 改   正   後 
 （前 略） 
第２条 この規程において次の各号に掲げる用語の
定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
(1)～(4)  （略） 
 (5) 「部局」とは、各研究科等（各研究科、各附置
研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センタ
ー等（国立大学法人京都大学の組織に関する規程
（平成１６年達示第１号。この項において「組織規
程」という。）第３章第７節から第１１節まで（第
４７条第１項に定める組織のうち図書館機構を除
く。）に定める施設等をいう。）をいい、組織規程第
５２条第１項の部局事務部等を含む。）、事務本部の
各部及び各共通事務部をいう。 
(6)  （略） 
 （後 略） 
 
 

国立大学法人京都大学における競争的資金等
の適正管理に関する規程 

（平成２６年達示第３８号） 
 
 （前 略） 
（定義） 
第３条  
２ 
３ この規程において「部局」とは、各研究科等（各
研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病
院及び各センター等（国立大学法人京都大学の組織
に関する規程（平成１６年達示第１号。以下この項
において「組織規程」という。）第３章第７節から
第１１節まで（第４７条第１項に定める組織のうち
図書館機構を除く。）に定める施設等をいう。）を
いい、組織規程第５２条第１項の部局事務部等を含
む。）、事務本部及び各共通事務部をいう。 
４ （略） 
 （後 略） 
 
 

京都大学における安全保障輸出管理に関する
規程 

（平成２２年達示第６７号） 
 
 （前 略） 
（定義） 
第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の
意義は、当該各号に定めるところによる。 
(1)～(7)  （略） 
(8) 「部局」とは、各研究科等（各研究科、各附置

 
第２条  
 
(1)～(4)   
 (5) 「部局」とは、各研究科等（各研究科、各附置
研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センタ
ー等（国立大学法人京都大学の組織に関する規程
（平成１６年達示第１号。この項において「組織規
程」という。）第３章第７節から第１１節まで（第
４７条第１項に定める組織のうち図書館機構を除
く。）に定める施設等をいう。）をいい、組織規程第
５６条第１項の部局事務部等を含む。）、事務本部の
各部及び各共通事務部をいう。 
(6)  （同 左） 

 
 
 
 
 
 
 
 
（定義） 
第３条  
２ 
３ この規程において「部局」とは、各研究科等（各
研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病
院及び各センター等（国立大学法人京都大学の組織
に関する規程（平成１６年達示第１号。以下この項
において「組織規程」という。）第３章第７節から
第１１節まで（第４７条第１項に定める組織のうち
図書館機構を除く。）に定める施設等をいう。）を
いい、組織規程第５６条第１項の部局事務部等を含
む。）、事務本部及び各共通事務部をいう。 
４ （同 左） 
 
 
 
 
 
 
 
 
（定義） 
第２条  
 
(1)～(7)   
(8) 「部局」とは、各研究科等（各研究科、各附置

（同 左） 

（略） （同 左） 

（同 左） 



 

改   正   前 改   正   後 
研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センタ
ー等（国立大学法人京都大学の組織に関する規程
（平成１６年達示第１号。以下この項において「組
織規程」という。）第３章第７節から第１１節まで
に定める施設等をいう。）をいい、組織規程第５２
条第１項の部局事務部等を含む。）、事務本部の各部
及び各共通事務部をいう。 
（後 略） 
 
 

京都大学におけるライフサイエンス研究等に
係る倫理の保持、安全の確保等に関する規程 

（平成２７年達示第７２号） 
 
 
 （前 略） 
（定義） 
第２条 この規程において「部局」とは、研究科等（各
研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病
院及び各センター等（国立大学法人京都大学の組織
に関する規程（平成１６年達示第１号。以下この項
において「組織規程」という。）第３章第７節から
第１１節まで（第４７条第１項に定める組織のうち
図書館機構を除く。）に定める施設等をいい、組織
規程第５２条第１項の部局事務部等を含む。）をい
う。）、事務本部及び各共通事務部をいう。 
２～５ （略） 
 （後 略） 
 
 

 
京都大学安全衛生管理規程 

（平成１９年達示第８号） 
 
 （前 略） 
（用語の定義） 
第２条 この規程における用語の定義は、次の各号に
定めるところによる。 
(1)～(6)  （略） 
(7) 部局 各研究科等（各研究科、各附置研究所、
附属図書館、医学部附属病院及び各センター等
（国立大学法人京都大学の組織に関する規程（平
成１６年達示第１号。以下この号において「組織
規程」という。）第３章第７節から第１１節まで
に定める施設等をいう。）をいい、組織規程第５
２条第１項の部局事務部等を含む。）、事務本部及
び各共通事務部をいう。 

 （後 略） 

研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センタ
ー等（国立大学法人京都大学の組織に関する規程
（平成１６年達示第１号。以下この項において「組
織規程」という。）第３章第７節から第１１節まで
に定める施設等をいう。）をいい、組織規程第５６
条第１項の部局事務部等を含む。）、事務本部の各部
及び各共通事務部をいう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（定義） 
第２条 この規程において「部局」とは、研究科等（各
研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病
院及び各センター等（国立大学法人京都大学の組織
に関する規程（平成１６年達示第１号。以下この項
において「組織規程」という。）第３章第７節から
第１１節まで（第４７条第１項に定める組織のうち
図書館機構を除く。）に定める施設等をいい、組織
規程第５６条第１項の部局事務部等を含む。）をい
う。）、事務本部及び各共通事務部をいう。 
２～５ （同 左） 
 
 
 
 
 
 
 
 
（用語の定義） 
第２条  
 
(1)～(6)   
(7) 部局 各研究科等（各研究科、各附置研究所、
附属図書館、医学部附属病院及び各センター等
（国立大学法人京都大学の組織に関する規程（平
成１６年達示第１号。以下この号において「組織
規程」という。）第３章第７節から第１１節まで
に定める施設等をいう。）をいい、組織規程第５
６条第１項の部局事務部等を含む。）、事務本部及
び各共通事務部をいう。 

 

（同 左） 



 

改   正   前 改   正   後 
 
 
 

京都大学高圧ガス製造施設危害予防規程 
（昭和４９年達示第３１号）

 
 （前 略） 
 
別表第１ 製造施設の名称、位置、主たる製造設備及
び製造する高圧ガスの種類 
第１表（法第５条第１項第１号の承認に係るもの） 
名称及び位置 主たる製造設備 製造する高圧

ガスの種類 
 
 

 
 

 
 

低温物
質科学
研究セ
ンター 

極低温寒剤供
給施設（北部構
内理学部極低
温研究室棟内）

ヘリウム液化用
圧縮機 

圧縮ヘリウム
ガス 

液化窒素コール
ド・エバポレー
タ 

液化窒素 

ヘリウム回収用
圧縮機 

圧縮ヘリウム
ガス 

極低温物性化
学実験室（宇治
構内化学研究
所極低温物性
化学実験装置
室棟内） 

ヘリウム回収用
圧縮機 

圧縮ヘリウム
ガス 

液化窒素コール
ド・エバポレー
タ 

液化窒素 

桂キャンパス
極低温施設（桂
構内Bクラスタ
ーインテック
センター棟内）

ヘリウム回収用
圧縮機 

圧縮ヘリウム
ガス 

液化窒素コール
ド・エバポレー
タ 

液化窒素 

第２表 （略） 
 

別表第２ 危害防止の業務を担当する者 
製造施設 危害防止の業務を担当す

る者 
 
 

 
 

低温物質科学研究センタ
ー極低温寒剤供給施設 

低温物質科学研究センタ
ーの教職員のうちから低
温物質科学研究センター
長の指名する者 

低温物質科学研究センタ
ー極低温物性化学実験室 

宇治構内を勤務地とする
教職員のうちから低温物
質科学研究センター長の

 
 
 
 
 
 
 
 
別表第１ 製造施設の名称、位置、主たる製造設備及
び製造する高圧ガスの種類 
第１表（法第５条第１項第１号の承認に係るもの） 
名称及び位置 主たる製造設備 製造する高圧

ガスの種類 
 
 

 
 

 
 

環境安
全保健
機構 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

第２表 （同 左） 
 

別表第２ 危害防止の業務を担当する者 
製造施設 危害防止の業務を担当す

る者 
 
 

 
 

環境安全保健機構極低温
寒剤供給施設 

環境安全保健機構の教職
員のうちから環境安全保
健機構長の指名する者 
 

環境安全保健機構極低温
物性化学実験室 

宇治構内を勤務地とする
教職員のうちから環境安
全保健機構長の指名する

（略） 

（略） 

（同 左） 

（同 左） 



 

改   正   前 改   正   後 
指名する者 

低温物質科学研究センタ
ー桂キャンパス極低温施
設 

桂キャンパスを勤務地と
する教職員のうちから低
温物質科学研究センター
長の指名する者 

 
別記様式 （略） 
 

京都大学化学物質管理規程 
（平成１８年達示第７４号） 

 
（前 略） 
（定義） 
第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の
定義は、当該各号に定めるところによる。 
(1)～(3)  （略） 
(4) 「部局」とは、各研究科等（各研究科、各附置
研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各セン
ター（国立大学法人京都大学の組織に関する規程
（平成１６年達示第１号。以下この号において
「組織規程」という。）第３章第７節から第１１
節まで（第４７条第１項に定める組織のうち図書
館機構を除く。）に定める施設等をいう。）をいい、
組織規程第５２条第１項の部局事務部等を含
む。）、事務本部及び各共通事務部をいう。 

 （後 略） 
 
 

京都大学危機管理規程 
（平成２３年達示第６４号） 

 
 （前 略） 
（定義） 
第３条 この規程における用語の定義は、次の各号に
定めるところによる。 
(1)～(2)  （略） 
(3) 部局 各研究科等（各研究科、各附置研究所、
附属図書館、医学部附属病院及び各センター等
（国立大学法人京都大学の組織に関する規程（平
成１６年達示第１号。以下この号において「組織
規程」という。）第３章第７節から第１１節まで
に定める施設等をいう。）をいい、組織規程第５
２条第１項の部局事務部等を含む。）、事務本部及
び各共通事務部をいう。 
(4)～(6)  （略） 
（後 略） 

 
 

者 
環境安全保健機構桂キャ
ンパス極低温施設 

桂キャンパスを勤務地と
する教職員のうちから環
境安全保健機構長の指名
する者 

 
別記様式 （同 左） 
 
 
 
 
 
（定義） 
第２条  
 
(1)～(3)   
(4) 「部局」とは、各研究科等（各研究科、各附置
研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各セン
ター（国立大学法人京都大学の組織に関する規程
（平成１６年達示第１号。以下この号において
「組織規程」という。）第３章第７節から第１１
節まで（第４７条第１項に定める組織のうち図書
館機構を除く。）に定める施設等をいう。）をいい、
組織規程第５６条第１項の部局事務部等を含
む。）、事務本部及び各共通事務部をいう。 

 
 
 
 
 
 
 
（定義） 
第３条  
 
(1)～(2)   
(3) 部局 各研究科等（各研究科、各附置研究所、
附属図書館、医学部附属病院及び各センター等
（国立大学法人京都大学の組織に関する規程（平
成１６年達示第１号。以下この号において「組織
規程」という。）第３章第７節から第１１節まで
に定める施設等をいう。）をいい、組織規程第５
６条第１項の部局事務部等を含む。）、事務本部及
び各共通事務部をいう。 
(4)～(6)  （同 左） 

 
 
 

（同 左） 

（同 左） 



 

改   正   前 改   正   後 
国立大学法人京都大学旅費規程 

（平成１８年達示第３６号） 
 
（前 略） 
（用語の意義） 
第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
(1)～(5)  （略） 
(6) 部局 各研究科等（各研究科、各附置研究所、
附属図書館、医学部附属病院及び各センター等
（国立大学法人京都大学の組織に関する規程（平
成１６年達示第１号。以下「組織規程」という。）
第３章第７節から第１１節まで（第４７条第１項
に定める組織のうち図書館機構を除く。）に定め
る施設等をいう。）をいい、組織規程第５２条第
１項の部局事務部等を含む。）、事務本部の各部及
び各共通事務部をいう。 
(7) 部局長 前号の研究科、附置研究所、附属図書
館及び医学部附属病院の長並びに副学長、教育院
長（組織規程第４７条第１項に定める教育院等の
長をいう。）及び物質―細胞統合システム拠点の
長をいう。 

２ （略） 
 （後 略） 
 
 

 
 
 
 
（用語の意義） 
第２条  
 
(1)～(5)   
(6) 部局 各研究科等（各研究科、各附置研究所、
附属図書館、医学部附属病院及び各センター等
（国立大学法人京都大学の組織に関する規程（平
成１６年達示第１号。以下「組織規程」という。）
第３章第７節から第１１節まで（第４７条第１項
に定める組織のうち図書館機構を除く。）に定め
る施設等をいう。）をいい、組織規程第５６条第
１項の部局事務部等を含む。）、事務本部の各部及
び各共通事務部をいう。 
(7) 部局長 前号の研究科、附置研究所、附属図書
館及び医学部附属病院の長並びに副学長、教育院
長（組織規程第４７条第１項に定める教育院等の
長をいう。）、物質―細胞統合システム拠点の長
及び高等研究院の長をいう。 

２ （同 左） 
 
   附 則 
 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
 

 

（同 左） 


